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定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27年４月 24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27年６月

25日開催予定の第 76回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。

記

１．変更の理由

（１）会社法施行規則第 72条の規定に基づき、現行定款第 18条（議事録）を変更するもの

であります。

（２）平成 26年６月 27日公布の「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）

により、責任限定契約を締結できる範囲が変更されたことに伴い、現行定款第 28条

（取締役の責任免除）および第 38条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであ

ります。

なお、変更定款案第 28条に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

（３）その他、条項の修正、表現の変更と明確化、字句の修正等、定款全般に亘って所要の変

更を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27年６月 25日（予定）

定款変更の効力発生日 平成 27年６月 25日（予定）



（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 定 款 案

第６条（発行可能株式総数）

当社が発行する株式の総数は、６，０００

万株とする。

第９条（単元未満株式についての権利）

当社の、単元未満株式を有する株主は、

その有する単元未満株式について、次に

掲げる権利及び本定款に定める権利以外

の権利を行使することができない。

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げ

る権利

（２）会社法第１６６条第１項の規定によ

る請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当て及び募集新株式予約権の

割当てを受ける権利

第１０条（株主名簿管理人）

１、当社は、株主名簿管理人を置く。

２、株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議により選定し、公告する。

３、当社の株主名簿、新株予約権簿の作成並

びにこれらの備置きその他の株主名簿、

新株予約権簿に関する事務は株主名簿管

理人に委託し、当社においてはこれを取

扱わない。

第１１条（株式取扱規則）

当社の株式、新株式予約権及び株主権行

使の手続きその他株式に関する取扱いは、

法令または本定款のほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規則による。

第６条（発行可能株式総数）

当社の発行可能株式総数は、６，０００

万株とする。

第９条（単元未満株式についての権利）

当社の、単元未満株式を有する株主は、

その有する単元未満株式について、次に

掲げる権利及び本定款に定める権利以外

の権利を行使することができない。

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げ

る権利

（２）会社法第１６６条第１項の規定によ

る請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当て及び募集新株予約権の割

当てを受ける権利

第１０条（株主名簿管理人）

１、当社は、株主名簿管理人を置く。

２、株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議により選定し、公告する。

３、当社の株主名簿、新株予約権原簿の作成

並びにこれらの備置きその他の株主名簿､

新株予約権原簿に関する事務は株主名簿

管理人に委託し、当社においてはこれを

取扱わない。

第１１条（株式取扱規則）

当社の株式、新株予約権及び株主権行使

の手続きその他株式に関する取扱いは、

法令または本定款のほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規則による。

別 紙



現 行 定 款 変 更 定 款 案

第１２条（基準日）

当社の定時株主総会における議決権の基

準日は、毎年３月３１日とする。

第１３条（招 集）

当社の定時株主総会は毎年６月に招集し､

臨時株主総会は、必要のつど招集する。

第１５条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）

当社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告書、計算書類及び

連結計算書類に記載または表示をすべき

事項に係る情報を、法務省令に定めると

ころに従いインターネットを利用する方

法で開示することにより、株主に対して

提供したものとみなすことができる。

第１６条（決議の方法）

１、株主総会の決議は、法令又は本定款に別

段の定めがある場合を除き、出席した株

主の議決権の過半数をもってこれを行な

う。

２、会社法第３０９条第２項の定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって

これを行なう。

第１８条（議事録）

株主総会における議事については、法令

に定めるところにより議事録を作成し、

議長並びに出席した取締役がこれに記名

押印する。

第１２条（招 集）

当社の定時株主総会は毎年６月に招集し､

臨時株主総会は、必要のつど招集する。

第１３条（基準日）

当社の定時株主総会における議決権の基

準日は、毎年３月３１日とする。

第１５条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）

当社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連

結計算書類に記載または表示をすべき事

項に係る情報を、法務省令に定めるとこ

ろに従いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対して提

供したものとみなすことができる。

第１６条（決議の方法）

１、株主総会の決議は、法令又は本定款に別

段の定めがある場合を除き、出席した議

決権を行使することができる株主の議決

権の過半数をもってこれを行なう。

２、会社法第３０９条第２項の定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって

これを行なう。

第１８条（議事録）

株主総会における議事については、法令

に定めるところにより議事録を作成する｡



現 行 定 款 変 更 定 款 案

第２８条（取締役の責任免除）

１、当社は、取締役（取締役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場

合は、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内で、その責任を免

除することができる。

２、当社は、社外取締役との間で、当該社外

取締役の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がないと

きは、法令が定める額を限度額として責

任を負担する契約を締結することができ

る。

第３８条（監査役の責任免除）

１、当社は、監査役（監査役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場

合は、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内で、その責任を免

除することができる。

２、当社は、社外監査役との間で、当該社外

監査役の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がないと

きは、法令が定める額を限度額として責

任を負担する契約を締結することができ

る。

第４０条（任期）

１、会計監査人の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度うち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとする。

２、前項の定時株主総会において別段の決議

がなされないときは、当該定時株主総会

において再任されたものとする。

第２８条（取締役の責任免除）

１、当社は、取締役（取締役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場

合は、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内で、その責任を免

除することができる。

２、当社は、取締役（業務執行取締役等であ

る者を除く。）との間で、当該取締役の

会社法第４２３条第１項の責任につき、

善意でかつ重大な過失がないときは、法

令が定める額を限度額として責任を負担

する契約を締結することができる。

第３８条（監査役の責任免除）

１、当社は、監査役（監査役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場

合は、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内で、その責任を免

除することができる。

２、当社は、監査役との間で、当該監査役の

会社法第４２３条第１項の責任につき、

善意でかつ重大な過失がないときは、法

令が定める額を限度額として責任を負担

する契約を締結することができる。

第４０条（任 期）

１、会計監査人の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。

２、前項の定時株主総会において別段の決議

がなされないときは、当該定時株主総会

において再任されたものとする。

以上


